
電
気
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

改

正

案

現

行

第
七
十
三
条
の
六

法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
七
十
三
条
の
六

法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

時
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

時
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

直
近
の
法
第
五
十
条
の
二
第
七
項
の
通
知
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一

直
近
の
法
第
五
十
条
の
二
第
七
項
の
通
知
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

単
に
「
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
使
用
前
自
主
検
査
の
実
施
に

単
に
「
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
使
用
前
自
主
検
査
の
実
施
に

つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、

つ
き
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、

当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
第
七
十
三
条
の

当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
第
七
十
三
条
の

三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
工
程
に
お
い
て
行
う
使
用
前
自
主
検

三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
工
程
に
お
い
て
行
う
使
用
前
自
主
検

査
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を

査
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を

経
過
し
た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時
期

経
過
し
た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時
期

一
の
二

前
号
に
規
定
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
審
査
（
以
下

「
使
用
前
安
全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
使
用
前
安
全
管
理
審

査
を
受
け
る
必
要
が
生
じ
た
時
期

二

前
各
号
に
規
定
す
る
組
織
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
三
条

二

前
号
に
規
定
す
る
組
織
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
三
条
の

の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
工
程
に
お
い
て
行
う
使
用
前
自
主

三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
工
程
に
お
い
て
行
う
使
用
前
自
主
検

検
査
を
行
う
時
期

査
を
行
う
時
期

第
七
十
三
条
の
七

使
用
前
安
全
管
理
審
査
で
あ
っ
て
、
登
録
安
全
管
理
審

第
七
十
三
条
の
七

法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
審
査
（
以
下
「
使
用
前
安

査
機
関
が
行
う
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
五
十

全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
行

二
の
二
使
用
前
安
全
管
理
審
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
五
十
二
の
二
使
用

前
安
全
管
理
審
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
八
十
三
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
時

第
八
十
三
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
時

期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



二
の
二

前
各
号
に
規
定
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら

三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
審
査
（
以
下
「
溶

接
安
全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
溶
接
安
全
管
理
審
査
を
受
け

る
必
要
が
生
じ
た
時
期

三

（
略
）

三

（
略
）

第
八
十
三
条
の
三

前
条
に
定
め
る
時
期
に
行
う
溶
接
安
全
管
理
審
査
は
、

第
八
十
三
条
の
三

前
条
に
定
め
る
時
期
に
行
う
法
第
五
十
二
条
第
三
項
の

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

審
査
（
以
下
「
溶
接
安
全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
九
十
四
条
の
五

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
時

第
九
十
四
条
の
五

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
時

期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

直
近
の
法
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の

一

直
近
の
法
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の

二
第
七
項
の
通
知
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
通
知
」
と
い
う
。

二
第
七
項
の
通
知
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
通
知
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
（
原
子
力
発
電
所
に
係
る
も
の
を
除
く

）
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
（
原
子
力
発
電
所
に
係
る
も
の
を
除
く

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
と

ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日

ら
れ
て
い
る
と
評
定
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
も
の
に
つ

か
ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
っ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
降
三
月

い
て
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
降
三
月

を
超
え
な
い
時
期

を
超
え
な
い
時
期

一
の
二

前
号
に
規
定
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
三
年
を
超
え
な
い
時
期
に
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査
（
以
下
「

定
期
安
全
管
理
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
定
期
安
全
管
理
審
査
を
受

け
る
必
要
が
生
じ
た
時
期

二

前
各
号
に
規
定
す
る
組
織
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
定
期
事
業
者

二

前
号
に
規
定
す
る
組
織
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検

検
査
（
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く

査
（
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
も
の
を
除
く
。

。
）
を
行
う
時
期

）
を
行
う
時
期

２

（
略
）

２

（
略
）



第
九
十
四
条
の
六

定
期
安
全
管
理
審
査
で
あ
っ
て
、
機
構
又
は
登
録
安
全

第
九
十
四
条
の
六

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査
（
以
下
「
定
期
安
全
管

管
理
審
査
機
関
が
行
う
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

理
審
査
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
機
構
又
は
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

式
第
六
十
二
の
定
期
安
全
管
理
審
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

が
行
う
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
十
二
の

い
。

定
期
安
全
管
理
審
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）



○
電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）

改

正

案

現

行

別
表
第
四

別
表
第
四

一

原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
電
気

一

原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
電
気

工
作
物

工
作
物

（
一
）
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平

（
一
）
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平

成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

七
号
。
以
下
単
に
「
規
則
」
と

七
号
。
以
下
単
に
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
八
十
三
条
の
二
第

い
う
。
）
第
八
十
三
条
の
二
第

一
号
に
規
定
す
る
直
近
の
法
第

一
号
に
規
定
す
る
直
近
の
法
第

五
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る

五
十
二
条
第
五
項
で
準
用
す
る

法
第
五
十
条
の
二
第
七
項
の
通

法
第
五
十
条
の
二
第
七
項
の
通

知
（
以
下
単
に
「
通
知
」
と
い

知
（
以
下
単
に
「
通
知
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
三
年

う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
三
年

を
経
過
し
た
日
以
降
三
月
を
超

を
経
過
し
た
日
以
降
三
月
を
超

え
な
い
時
期
に
規
則
第
八
十
三

え
な
い
時
期
に
規
則
第
八
十
三

条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
及
び
規
則
第

に
よ
り
行
う
も
の

八
十
三
条
の
二
第
二
の
二
号
の

時
期
に
規
則
第
八
十
三
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

行
う
も
の

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
二
）
規
則
第
八
十
三
条
の
二
第
一

（
二
）
規
則
第
八
十
三
条
の
二
第
一

号
に
規
定
す
る
直
近
の
通
知
を

号
に
規
定
す
る
直
近
の
通
知
を

受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時

た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時

期
に
規
則
第
八
十
三
条
の
三
第

期
に
規
則
第
八
十
三
条
の
三
第

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行



う
も
の
及
び
規
則
第
八
十
三
条

う
も
の

の
二
第
二
の
二
号
の
時
期
に
規

則
第
八
十
三
条
の
三
第
二
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
三
）
～
（
七
）
（
略
）

（
三
）
～
（
七
）
（
略
）

二

火
力
発
電
所
及
び
燃
料
電
池
発

二

火
力
発
電
所
及
び
燃
料
電
池
発

電
所
に
属
す
る
電
気
工
作
物

電
所
に
属
す
る
電
気
工
作
物

（
一
）
規
則
第
八
十
三
条
の
二
第
二

（
一
）
規
則
第
八
十
三
条
の
二
第
二

号
に
規
定
す
る
直
近
の
通
知
を

号
に
規
定
す
る
直
近
の
通
知
を

受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時

た
日
以
降
三
月
を
超
え
な
い
時

期
に
行
う
も
の
、
規
則
第
八
十

期
に
行
う
も
の
及
び
規
則
第
八

三
条
の
二
第
二
の
二
号
の
時
期

十
三
条
の
二
第
三
号
の
時
期
に

に
行
う
も
の
及
び
規
則
第
八
十

行
う
も
の
（
輸
入
品
の
溶
接
事

三
条
の
二
第
三
号
の
時
期
に
行

業
者
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く

う
も
の
（
輸
入
品
の
溶
接
事
業

。
）

者
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）

１
～
５

（
略
）

１
～
５

（
略
）

（
二
）
・
（
三
）
（
略
）

（
二
）
・
（
三
）
（
略
）


